
事業の
背景と解決の方向性

福祉事業所では、様々な商品を作っているものの、その良さに気が付いていない人も多

く、施設で働く人たちの工賃は17,000円程度と全国的な⾧年の課題となっています

法人需要で拡大しているデジタルギフトの技術を利用（主な機能）
メール等で配布が可能
事業所店頭とWEB（商品選択可能なサイト）で商品への交換が可能

（福祉商品や社会貢献について）

みんなの街から、

共生社会と社会貢献の輪を広げよう

みんなの街 共生社会づくり・社会貢献 福祉とつながるデジタルギフト

多様なみんなの暮らす街は、

はたらく人、
住む人、

訪れる人、

みんなの絆を大切にしています。

大量注文も受け入れ可能な
福祉商品に交換できるギフト

共生社会づくり・障害のある
方のの工賃向上に貢献します。

福祉と社会との架け橋

≪福祉商品に交換できるギフト≫

みんなが心豊かに暮らせるよう、

みんなが自立した生活を
営めるよう

全国で取り組まれています

≪デジタルギフト≫



企業・団体の事業活動を
社会貢献活動に

お客様へのプレゼントや職員の福利厚生などに、「Greenery Gift」をご利用いただく

ことで、「福祉事業所との接点創出・福祉商品の売上拡大」につながる仕組みです

ギフト代金

（非課税）

手数料

５％

オプション

※メッセージカード
費用など

ギフト代金

（非課税）

手数料

１５％

オプション

※メッセージカード
作成費用など未交換分返金



（ギフト画面イメージ） （交換サイトイメージ）

（メッセージカード表裏イメージ） （メッセージカード内面イメージ）



【福祉とつながるデジタルギフトが金券に該当するかの解釈について】

金券（きんけん）とは、硬貨（貨幣）や紙幣などの現金通貨ではないものの、現金通貨に
準じる形で流通している物の総称と一般的に定義されていますが、「福祉とつながるギフ
ト」には、以下の特徴があります。

（1）流通性の観点で、このギフトについて以下２点の流通性の制約を設けております
・福祉商品以外に交換ができないこと
・おつりが出ないこと

（2）価値の持続性の観点で、このギフトついては有効期限を設けています
・ギフトの有効期限は、基本３ヶ月、最⾧６か月としております

※多くのギフトや電子マネー（paypay・suica・アマゾンギフト・クオカード・Nanako
・JALマイレージなど）は、多数の店舗で、多数の商品にで交換でき、
さらに相互交換が可能ができるものも多く実質的に購入（交換）場所が特定されません。

※多くのギフトや電子マネーは、有効期限がない、
もしくは６か月以上であることから「券の価値」がある程度維持されることとなります。

※金券ショップの売買（現金化）対象は、上記の２点だけでなく、
人気度（株主優待の乗車券など）も取引の根拠となっているようです。

上記点などから、「金券に該当せず、物品として取り扱う旨」の見解をお取引いただいた
複数の金融機関様よりいただいておりますが、
ご利用いただく各社さまでも金券扱いとするか、物品扱いとするか、必要に応じてご確認
いただけますようお願いいたします。

株式会社青葉ギフト


